
【Ⅰ．主な取り組み】

【Ⅱ．目標指標】
６年度

実績値 達成度 目標値   　　　 25　　     50　　　　75　 　 　100      125

ⅰ 3,018 107.1% 2,850

ⅱ 118 109.2% 90

【Ⅲ．指標による評価】

ⅰ

ⅱ

施策評価調書（元年度実績）
施策コード Ⅰ－５－（１）

政策体系

　施策名　犯罪に強い地域社会の確立 所管部局名 警察本部 長期総合計画頁

暴力団等組織犯罪対策の推進

取組№ ⑤ ⑥

47

　政策名　安全・安心を実感できる暮らしの確立 関係部局名 警察本部、生活環境部

取組№ ① ② ③ ④

取組項目 犯罪被害者等の支援施策の推進 再犯の防止等に関する施策の推進

指　　　　標
関連する
取組№

基準値 元年度

取組項目 安全･安心なまちづくりの推進
子ども・女性・高齢者を

犯罪被害から守る取り組みの強化
犯罪検挙対策の推進

特殊詐欺被害件数（件以下） ①②③ H26 186 130

評価 理　　　　由　　　　等

目標達成度（％）

年度 基準値 目標値

刑法犯認知件数（件以下） ①②③ H26 5,384 3,250

平均評価

達成
　地域の犯罪情勢等を分析のうえ、地域実態に即した効果的な犯罪抑止対策を推進するとともに、地域住民との協働による防犯活動を推進した結果、
H16年から16年連続で減少し、目標値を達成した。

達成

達成
　コールセンターや各種媒体を活用した広報啓発活動、電子マネー販売用封筒を全コンビニに配布するなど、全ての世代に対する特殊詐欺被害防止対
策を推進した結果、前年と比べ、被害件数が14件減少、被害金額も約1,109万円減少し、目標値を達成した。
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【Ⅳ．指標以外の観点からの評価】 【Ⅴ．施策を構成する主要事業】

①

②

③

⑤

⑥

【Ⅵ．施策に対する意見・提言】

【Ⅶ．総合評価と今後の施策展開について】

取組
№

指標以外の観点からの評価
取組
№

事業名（元年度事業）
事務事業評価

 成果指標の達成率（％） 掲載頁

77

②

・特殊詐欺被害防止のため、各種捜査を徹底した結果、R1年中は合計
83人を検挙した。
 また、R1年中、「まもめーる」で、声掛け事案や特殊詐欺の被害発生情
報等を587件配信し、県民の防犯意識向上と犯罪の未然防止を図った。

犯罪被害者等支援推進事業 91.7 77

青少年健全育成対策事業 － 77

①
・R1年中は363団体24,316人の自主防犯パトロール隊が活動を行った。
また、自主的な活動の促進を図るため、警察から事件・事故等の情報
提供を行うなどした。

地域防犯力強化育成事業 107.1 76

特殊詐欺水際対策強化事業 109.2 76

装備資器材等充実強化費 －

③
・事件発生時における迅速・綿密な現場鑑識活動及びＤＮＡ型鑑定等最
新の科学捜査力の積極的な活用により、殺人・強盗等の重要犯罪の検
挙率はR1年中103.25％と全国平均（85.9％）を上回った。

○第３回別府警察署協議会（R1.12）
・ひき逃げ事件が発生し、事件事故を身近に感じ、防犯パトロール隊の必要性を感じている。
　市民として防犯パトロール隊を増やす方法を考えないといけないと思った。

○第４回大分中央警察署協議会（R2.2）
・特殊詐欺の検挙が多いことに驚きと安心を感じた。被害が後を絶たない中、被害防
止の啓発と事件検挙の両方が必要だと感じている。

総合評価 施策展開の具体的内容

⑤
・R1年中、犯罪被害者等の精神的・経済的支援のため、200事件の犯罪
被害者等に対し、ニーズに即した情報提供や被害者支援を実施した。
また、診断書料等の公費負担については、184件実施した。

④

・R1年中、社会全体における暴力団排除意識の高揚を図るため、各種
業界を対象に開催する不当要求防止責任者講習会を31回開催し、企業
や団体の責任者1,066人に暴力団情勢や不当要求による被害を防止す
るために必要な対応要領等の講習を行った。

⑥

・H31.3月に「再犯防止推進計画」を策定後、R1.7月、推進計画に基づく
進捗管理や検討を行うため、幹事会及び協議会を設置し、関係機関等
が連携し、犯罪を犯した人の社会復帰の支援や再犯者率を下げるため
の各種施策を推進した。

Ａ

・関係機関・団体及び防犯ボランティア等との協働により、防犯環境の整備を図るなど、安全・安心なまちづくりを推進する。
・子どもや女性を性犯罪等の被害から守るため、県下の声掛け事案等の前兆事案を早期に集約・分析し、「まもめーる」により、地域の安全情報を発信する。
・特殊詐欺の被害を防止するため、地域住民や関係機関・団体等と連携し、「犯人と話をしない対策」「犯人から騙されない対策」「犯人にお金を渡さない対策」を推
進するとともに、各種広報啓発活動時に特殊詐欺防止機能付電話機の有効性を認識させるデモンストレーション等を実施する。
・重要犯罪を早期検挙するため、事件発生と同時に大量の捜査員を現場に投入するとともに、現場鑑識を徹底するなど、さらに迅速・的確な初動捜査を実施する。
・さらなる暴力団排除機運の醸成を図るため、暴力団排除条例や暴力団対策法等の効果的な運用により、社会が一体となった暴力団排除活動を推進する。
・犯罪被害者等の置かれている状況の理解を深め、被害者等の二次的被害の防止を図るとともに、援助を必要とする人に寄り添い支援するため、相談体制の強
化や経済的負担の軽減を図る。
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